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最新の内容は厚生労働省の通知・告示等をご参照ください。

（2） 当該病棟から退院した患者数に占める自宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数

で除して算出する。ただし、第２部「通則５」に規定する入院期間が通算される再入院患者、同一の保険

医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者、「Ｃ００４－２」救急患者連携搬送料

を算定し他の保険医療機関に転院した患者、退院時に他の入院料を届け出ている病床又は病室に入院し

ていた患者、「Ａ４００」短期滞在手術等基本料を算定する患者及び死亡退院した患者は計算対象から

除外する。

直近６か月間において、当該病棟から退院した患者数のうち、自宅等に退院するものの数

直近６か月間に退院した患者数

令和８年３月31 日時点で現に急性期一般入院料１、７対１入院基本料（特定機能病院入院基本

料（一般病棟に限る。）及び専門病院入院基本料）に係る届出を行っている病棟については、令和９年

５月31 日までの間、（1）及び（2）の規定に限り、なお従前の例によることができる。

（3）

ア

イ

病院の入院基本料等に関する施設基準

の3（略）

急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料１、７対１入院基本料（特定機能病院入院基本料（一般

病棟に限る。）及び専門病院入院基本料）に係る自宅等に退院するものの割合について

急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料１、７対１入院基本料（特定機能病院入院基本

料（一般病棟に限る。）及び専門病院入院基本料）に係る自宅等に退院するものとは、他の保険医療

機関（地域包括ケア病棟入院料（入院医療管理料を含む。）、回復期リハビリテーション病棟入院料、

特定機能病院リハビリテーション病棟入院料、療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料及び有床

診療所療養病床入院基本料を算定する病棟及び病室を除く。（2）において同じ。）に転院した患者以

外の患者をいう。

（1）
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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

入院基本料等の施設基準等

（略）


